
㊞

車種区分  大型 ・ 中型 ・ 小型 ・コミューター （該当に○）

(A)

●年間契約に対する取り扱い適用分

◆年間契約に係る見積額

× ＝ (A) × (B) ①

※年間契約(上記見積額)で 運行可能な日数

(B) × ＝ (C)

●年間契約の算出基礎を超える運行分

◆年間契約超過分に係る見積額

－ (C) ＝ (D) (A) × (D) ②

① ＋ ②

225日

↑
365又は225

を記入

想定稼働日数 実働率

年間運行日数

日

↑
30分未満切捨
30分以上切上

↑
10km未満切上

km時間

実働日数

分 円 円 km
↑

積算内訳書　記入要領の
表の下限額以上

円 円 円

うち
回送時間

時間制運賃 キロ制運賃

うち
回送距離

日車時間運賃額
＋

日車キロ運賃額

走行時間
(回送時間及び点呼点検時間を含む)

単価
日車

時間運賃額

走行距離
(回送距離含む)

単価
日車

キロ運賃額

積 算 内 訳 書

事 業 者 名 記 入 者 氏 名

＝ 円

見積額

日 ＝ 円

↑
積算内訳書　記入要領の

表の下限額以上

日1.4

％ 日

↑
小数点以下切捨

＝(B)

↑
小数点第三位
を四捨五入

↑
小数点以下切捨

円

超過日数



（記入例）

㊞

車種区分  大型 ・ 中型 ・ 小型 ・コミューター（該当に○）

(A)

●年間契約に対する取り扱い適用分

◆年間契約に係る見積額

× ＝ (A) × (B) ①

※年間契約(上記見積額)で 運行可能な日数

(B) × ＝ (C)

●年間契約の算出基礎を超える運行分

◆年間契約超過分に係る見積額

－ (C) ＝ (D) (A) × (D) ②

① ＋ ②

見積額

＝ 7,486,500円

日車
キロ運賃額

走行距離
(回送距離含む)

単価

円

1.4 225日

↑
小数点以下切捨

＝

7,486,500円

120円 10,800円 46,500円

時間制運賃

走行時間
(回送時間及び点呼点検時間を含む)

単価
日車

時間運賃額

↑
小数点第三位
を四捨五入

↑
小数点以下切捨

年間運行日数 超過日数

225日 日

↑
365又は225

を記入

↑
30分未満切捨
30分以上切上

↑
10km未満切上

想定稼働日数 実働率 実働日数

6.0時間 130分 5,950円 35,700円 90km

日車時間運賃額
＋

日車キロ運賃額

70km

365日

キロ制運賃

積 算 内 訳 書

事 業 者 名 ○○株式会社 記 入 者 氏 名 ○○○○

44.11% 161日 (B) ＝

うち
回送時間

うち
回送距離

小型の場合5,950円以上 小型の場合120円以上

近畿運輸局ブロックの平均実働率（59.96％）と

事業者の実績実働率（令和７年度）との間の率



○　「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて」(平成26年3月31日国自旅第628号)

　　で示されている方法により取り扱うものとする。ただし、原価計算書等の提出による運賃・料金の変更を行うか否かについての審査を受け

　　ない範囲であるものとする。

○　金額はいずれも税抜の額を記入すること。

○　登校と下校を合わせてひとつの運送とみなすこと。

○　走行時間は、登校及び下校時の走行時間（出庫から帰庫までの拘束時間）を累計した時間に点呼点検時間２時間を加えた時間とする。

　　※登校及び下校時の走行時間を累計した時間が３時間未満の場合は、走行時間を３時間とする。

○　時間制運賃、キロ制運賃の単価は下表の下限額以上であること。

大型車

中型車

小型車

コミューター車

大型車

中型車

小型車

コミューター車

○　計算に用いる「実働率」は、近畿運輸局ブロックの平均実働率（59.96％）と事業者の実績実働率（令和７年度）との間の率とすること。

○　実績実働率は、「一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書（令和７年度）」の「延実働車両数（日車）」÷「延実在車両数（日車）」

　　にて算出すること。

時間制運賃

キロ制運賃

積算内訳書　記入要領

下限額

8,040円

6,790円

5,300円

170円

140円

110円

5,950円

120円


